
お寄せいただいた意見や要望について 

意
見
・
要
望
の
内
容 

笠懸、大間々、東の３町でゴミ袋の回収数に違いがあるのは不公平である。また、

ごみ袋に氏名を書く必要があるのか。 

市
か
ら
の
回
答 

 
日頃より、本市生活環境行政へのご理解ご協力をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

お問い合わせいただきました、ごみ袋の数や記名に関して、先日も電話でお伝えし

ましたが、あらためてお伝えさせていただきます。 

1 世帯が 1回に出せるごみ袋の数は、笠懸町で 5袋、大間々町で 3袋、東町では個

数は定めておりませんが、大量には出せないこととしています。大間々町内で 2世帯

住宅であれば、世帯毎に 3袋出せることとなります。 

ごみの収集運搬に関しては、合併前の旧地区で、その地域の実情に応じて長い年月

をかけ定着した経緯があり、合併後も地域の実情に合った収集運搬処理を継続してお

りますので、ご理解をお願いいたします。 

 

また、ごみステーションに排出されたごみの中には、指定された分別品目以外を捨

てる、収集日でないのに出す、無記名、指定袋以外の袋を使用するなど、様々なルー

ル違反事案が見受けられる状況です。 

市では、ごみ袋への記名（フルネーム）は、ご自身のごみに責任をもっていただく

ことで、適正な分別やごみの減量化が行われるものと考え、実際に違反ごみが減少す

るという効果が出ている状況を踏まえて継続しております。 

この記名に関しても、長い年月をかけ市民の皆様のご理解とご協力により浸透して

おり、多くの市民の方々がごみ捨てのルールを守っていただいている、現在の状況を

継続していきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 


